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栃 木 県 規 則 第 六 号

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 職 務 の 級 ） （ 職 務 の 級 ）

第 二 条 条 例 及 び こ の 規 則 の 適 用 に 当 た り 、 職 員 の 第 二 条 条 例 及 び こ の 規 則 の 適 用 に 当 た り 、 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一

号 。 次 項 に お い て 「 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 号 。 次 項 に お い て 「 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 の 適 第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 の 適

用 を 受 け な い 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務 の 用 を 受 け な い 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務 の

級 に つ い て は 、 次 項 か ら 第 四 項 ま で に 定 め る と こ 級 に つ い て は 、 次 項 か ら 第 五 項 ま で に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 ろ に よ る 。

２ 略 ２ 略

３ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 ３ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平

成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条

） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る

職 務 の 級 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 号 給 等 （ 当 該 職 員 職 務 の 級 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 号 給 等 （ 当 該 職 員

に 適 用 さ れ る 同 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 に 適 用 さ れ る 任 期 付 職 員 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 給 料 表 の 号 給 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 七 す る 給 料 表 の 号 給 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 七

号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 職 務 の 級 と す る 。 当 該 各 号 に 定 め る 職 務 の 級 と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

４ 任 期 付 職 員 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務

の 級 は 、 別 表 第 二 に よ る 。

４ 略 ５ 略

別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第２削除

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 六 号

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 職 務 の 級 ） （ 職 務 の 級 ）

第 二 条 条 例 及 び こ の 規 則 の 適 用 に 当 た り 、 職 員 の 第 二 条 条 例 及 び こ の 規 則 の 適 用 に 当 た り 、 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一

号 。 次 項 に お い て 「 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 号 。 次 項 に お い て 「 職 員 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 の 適 第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 の 適

用 を 受 け な い 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務 の 用 を 受 け な い 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務 の

級 に つ い て は 、 次 項 か ら 第 四 項 ま で に 定 め る と こ 級 に つ い て は 、 次 項 か ら 第 五 項 ま で に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 ろ に よ る 。

２ 略 ２ 略

３ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 ３ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平

成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 条

） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る

職 務 の 級 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 号 給 等 （ 当 該 職 員 職 務 の 級 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 号 給 等 （ 当 該 職 員

に 適 用 さ れ る 同 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定 に 適 用 さ れ る 任 期 付 職 員 条 例 第 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 給 料 表 の 号 給 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 七 す る 給 料 表 の 号 給 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 七

号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 職 務 の 級 と す る 。 当 該 各 号 に 定 め る 職 務 の 級 と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

４ 任 期 付 職 員 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 者 の 行 政 職 給 料 表 に 相 当 す る 職 務

の 級 は 、 別 表 第 二 に よ る 。

４ 略 ５ 略

別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第２削除

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）

栃 木 県 規 則 第 七 号

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定

め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ） （ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 特 例 条 例 別 表 略 五 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 十 八 の 項 第 一 の 十 八 の 項

第 十 四 号 に 規 定 第 十 二 号 に 規 定

す る 規 則 に 基 づ す る 規 則 に 基 づ

く 事 務 で あ っ て く 事 務 で あ っ て

別 に 規 則 で 定 め 別 に 規 則 で 定 め

る も の る も の

六 ・ 七 略 六 ・ 七 略

八 特 例 条 例 別 表 略 八 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 二 十 二 の 第 一 の 二 十 二 の

二 の 項 第 十 二 号 三 の 項 第 十 二 号

に 規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則

に 基 づ く 事 務 で に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

九 ～ 十 六 略 九 ～ 十 六 略

十 七 特 例 条 例 別 略 十 七 特 例 条 例 別 略

表 第 一 の 三 十 三 表 第 一 の 三 十 三

の 項 第 三 十 二 号 の 項 第 三 十 一 号

に 規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則

に 基 づ く 事 務 で に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

十 八 特 例 条 例 別 都 市 計 画 法 施 行 細 則 （ 以 下

表 第 一 の 三 十 三 こ の 項 に お い て 「 規 則 」 と

の 二 の 項 第 十 九 い う 。 ） に 基 づ く 次 に 掲 げ



（3）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

栃 木 県 規 則 第 七 号

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定

め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ） （ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 特 例 条 例 別 表 略 五 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 十 八 の 項 第 一 の 十 八 の 項

第 十 四 号 に 規 定 第 十 二 号 に 規 定

す る 規 則 に 基 づ す る 規 則 に 基 づ

く 事 務 で あ っ て く 事 務 で あ っ て

別 に 規 則 で 定 め 別 に 規 則 で 定 め

る も の る も の

六 ・ 七 略 六 ・ 七 略

八 特 例 条 例 別 表 略 八 特 例 条 例 別 表 略

第 一 の 二 十 二 の 第 一 の 二 十 二 の

二 の 項 第 十 二 号 三 の 項 第 十 二 号

に 規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則

に 基 づ く 事 務 で に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

九 ～ 十 六 略 九 ～ 十 六 略

十 七 特 例 条 例 別 略 十 七 特 例 条 例 別 略

表 第 一 の 三 十 三 表 第 一 の 三 十 三

の 項 第 三 十 二 号 の 項 第 三 十 一 号

に 規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則

に 基 づ く 事 務 で に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

十 八 特 例 条 例 別 都 市 計 画 法 施 行 細 則 （ 以 下

表 第 一 の 三 十 三 こ の 項 に お い て 「 規 則 」 と

の 二 の 項 第 十 九 い う 。 ） に 基 づ く 次 に 掲 げ

号 に 規 定 す る 規 る 事 務)

則 に 基 づ く 事 務 一 規 則 第 十 二 条 の 規 定(

で あ っ て 別 に 規 に よ る 届 出 書 の 受 理 等)

則 で 定 め る も の 二 規 則 第 二 十 一 条 第 一(
項 の 規 定 に よ る 届 出 書

の 受 理 等

十 九 ・ 二 十 略 十 八 ・ 十 九 略

二 十 一 特 例 条 例 略 二 十 特 例 条 例 略

別 表 第 一 の 三 十 別 表 第 一 の 三 十

七 の 項 第 百 二 十 七 の 項 第 三 十 四

号 に 規 定 す る 規 号 に 規 定 す る 規

則 に 基 づ く 事 務 則 に 基 づ く 事 務

で あ っ て 別 に 規 で あ っ て 別 に 規

則 で 定 め る も の 則 で 定 め る も の

二 十 二 ～ 二 十 六 略 二 十 一 ～ 二 十 五 略

二 十 七 特 例 条 例 略 二 十 六 特 例 条 例 略

別 表 第 二 の 三 十 別 表 第 二 の 三 十

の 項 第 十 七 号 に の 項 第 十 八 号 に

規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則 に

基 づ く 事 務 で 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）
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号 に 規 定 す る 規 る 事 務)

則 に 基 づ く 事 務 一 規 則 第 十 二 条 の 規 定(

で あ っ て 別 に 規 に よ る 届 出 書 の 受 理 等)

則 で 定 め る も の 二 規 則 第 二 十 一 条 第 一(
項 の 規 定 に よ る 届 出 書

の 受 理 等

十 九 ・ 二 十 略 十 八 ・ 十 九 略

二 十 一 特 例 条 例 略 二 十 特 例 条 例 略

別 表 第 一 の 三 十 別 表 第 一 の 三 十

七 の 項 第 百 二 十 七 の 項 第 三 十 四

号 に 規 定 す る 規 号 に 規 定 す る 規

則 に 基 づ く 事 務 則 に 基 づ く 事 務

で あ っ て 別 に 規 で あ っ て 別 に 規

則 で 定 め る も の 則 で 定 め る も の

二 十 二 ～ 二 十 六 略 二 十 一 ～ 二 十 五 略

二 十 七 特 例 条 例 略 二 十 六 特 例 条 例 略

別 表 第 二 の 三 十 別 表 第 二 の 三 十

の 項 第 十 七 号 に の 項 第 十 八 号 に

規 定 す る 規 則 に 規 定 す る 規 則 に

基 づ く 事 務 で 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 あ っ て 別 に 規 則

で 定 め る も の で 定 め る も の

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）

栃 木 県 訓 令 第 二 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 健 康 増 進 課 の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

感染症新型コロ４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

対策課ナウイル均して１週８日とし業 時15分まで その時限は、 、

ス感染症間当たり38 務の実情に応 業務の実情に

（病原体時間45分とじ所属長が定 応じ所属長が

がベタする める 定めるー 。 。 。

コロナウ

イルス属

のコロナ

ウイルス

（令和２ 早出勤午前７時から午後３時45

年１月 分まで

に中華、

人民共和

国から世

界保健機

関に対し

て人に、

伝染する

能力を有 遅出勤午前10時から午後６時45

すること 分まで

が新たに

報告され

たものに

限る）。

であるも

のに限

る）の。

患者等の 夜勤 午後４時から翌日午前９２時間とし、

療養のた 時30分まで その時限は、

めの宿泊 業務の実情に

施設にお 応じ所属長が

ける施設 定める。

運営業務

に従事す

る職員

別 表 畜 産 酪 農 研 究 セ ン タ ー の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

畜産酪家畜の飼４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５午後０時から

農研究養管理及均して１週８日とし業 時15分まで 午後１時まで、

訓 令
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栃 木 県 訓 令 第 二 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 健 康 増 進 課 の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

感染症新型コロ４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

対策課ナウイル均して１週８日とし業 時15分まで その時限は、 、

ス感染症間当たり38 務の実情に応 業務の実情に

（病原体時間45分とじ所属長が定 応じ所属長が

がベタする める 定めるー 。 。 。

コロナウ

イルス属

のコロナ

ウイルス

（令和２ 早出勤午前７時から午後３時45

年１月 分まで

に中華、

人民共和

国から世

界保健機

関に対し

て人に、

伝染する

能力を有 遅出勤午前10時から午後６時45

すること 分まで

が新たに

報告され

たものに

限る）。

であるも

のに限

る）の。

患者等の 夜勤 午後４時から翌日午前９２時間とし、

療養のた 時30分まで その時限は、

めの宿泊 業務の実情に

施設にお 応じ所属長が

ける施設 定める。

運営業務

に従事す

る職員

別 表 畜 産 酪 農 研 究 セ ン タ ー の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

畜産酪家畜の飼４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５午後０時から

農研究養管理及均して１週８日とし業 時15分まで 午後１時まで、

センび家畜の間当たり38 務の実情に応

タ飼料の生時間45分とじ所属長が定ー

産の業務する める。 。

に従事す

る職員

別 表 公 園 事 務 所 の 部 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）

-
1

-

栃 木 県 訓 令 第 三 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第33条関係） 別表第２（第33条関係）

記号 記号

１本庁 １本庁

部課名 記号 部課名 記号

略 略 略 略

総合政策部デジタル戦略課略 総合政策部デジタル戦略室略

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

気候変動対策課気対 地球温暖化対策課地温

環境森林部略 略 環境森林部略 略

資源循環推進課資循 廃棄物対策課廃対

略 略 略 略

略 略 略 略

健康増進課略 健康増進課略

保健福祉部 保健福祉部

感染症対策課感対

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

県土整備部
用地課略

県土整備部
用地課略
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-
1

-

栃 木 県 訓 令 第 三 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第33条関係） 別表第２（第33条関係）

記号 記号

１本庁 １本庁

部課名 記号 部課名 記号

略 略 略 略

総合政策部デジタル戦略課略 総合政策部デジタル戦略室略

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

気候変動対策課気対 地球温暖化対策課地温

環境森林部略 略 環境森林部略 略

資源循環推進課資循 廃棄物対策課廃対

略 略 略 略

略 略 略 略

健康増進課略 健康増進課略

保健福祉部 保健福祉部

感染症対策課感対

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

県土整備部
用地課略

県土整備部
用地課略

-
2

-

総合スポツゾン整総スポ
ー ー

備 室

略 略

２略 ２略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 措 置 の 要 求 ） （ 措 置 の 要 求 ）

第 二 条 職 員 が 法 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ り 勤 務 条 件 第 二 条 職 員 が 法 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ り 勤 務 条 件

に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 以 下 「 措 置 の 要 求 」 と い に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 以 下 「 措 置 の 要 求 」 と い

う 。 ） を し よ う と す る と き は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る う 。 ） を し よ う と す る と き は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 措 置 要 求 書 事 項 を 記 載 し た 措 置 要 求 書 に 、 措 置 の 要 求 を し よ

正 副 各 一 通 を 、 適 う と す る 職 員 が 署 名 押 印 し て 、 正 副 各 一 通 を 、 適

切 な 資 料 を 添 え て 、 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば 切 な 資 料 を 添 え て 、 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

（ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 細 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。） ）

別 記 様 式 一 及 び 別 記 様 式 二 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。

（ （

（ 職 員 団 体 の 登 録 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 職 員 団 体 の 登 録 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 一 か ら 別 記 様 式 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会

規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中

「 年月日

氏 名様 を

任命権者氏 名 」

「 年月日

様 に 改 め る 。

任命権者 」

（ 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 の 審 査 の 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 の 審 査 の 請 求 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十

四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

人 事 委 員 会
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 措 置 の 要 求 ） （ 措 置 の 要 求 ）

第 二 条 職 員 が 法 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ り 勤 務 条 件 第 二 条 職 員 が 法 第 四 十 六 条 の 規 定 に よ り 勤 務 条 件

に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 以 下 「 措 置 の 要 求 」 と い に 関 す る 措 置 の 要 求 （ 以 下 「 措 置 の 要 求 」 と い

う 。 ） を し よ う と す る と き は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る う 。 ） を し よ う と す る と き は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 措 置 要 求 書 事 項 を 記 載 し た 措 置 要 求 書 に 、 措 置 の 要 求 を し よ

正 副 各 一 通 を 、 適 う と す る 職 員 が 署 名 押 印 し て 、 正 副 各 一 通 を 、 適

切 な 資 料 を 添 え て 、 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば 切 な 資 料 を 添 え て 、 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

（ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 等 に つ い て の 細 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。） ）

別 記 様 式 一 及 び 別 記 様 式 二 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。

（ （

（ 職 員 団 体 の 登 録 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 職 員 団 体 の 登 録 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 一 か ら 別 記 様 式 六 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会

規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中

「 年月日

氏 名様 を

任命権者氏 名 」

「 年月日

様 に 改 め る 。

任命権者 」

（ 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 の 審 査 の 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 の 審 査 の 請 求 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十

四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

-
2

-

（ 審 査 の 請 求 等 ） （ 審 査 の 請 求 等 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に ２ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 査 を 請 求 し よ う は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 査 を 請 求 し よ う

と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） は と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） が 記 名 押 印

、 正 副 各 一 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば し て 、 正 副 各 一 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 一 の 一 号 紙 （ 表 面 ） 中

「 「

氏

を

氏

に 改 め る 。

名 印 名

」 」

（ 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 」 を 削 る 。

一 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 別 記 様 式 第 十 三 号

二 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 八 号 ） 別 記 様 式 第 二 十 六 号

（ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

１法第２条第１項第１号関係 １法第２条第１項第１号関係

⑴⒅略 ⑴⒅略～ ～

⒆公益財団法人栃木県スポツ協会 ⒆公益財団法人栃木県体育協会ー

⒇略 ⒇略

２４略 ２４略～ ～

（ 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 審 査 請 求 書 ） （ 審 査 請 求 書 ）

第 四 条 審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 第 四 条 審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し な け れ ば な ら な い 。 し 、 請 求 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 十 一 略 一 ～ 十 一 略

２ 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を 行 う と き ２ 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を 行 う と き

は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審 査 請 は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審 査 請
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（ 審 査 の 請 求 等 ） （ 審 査 の 請 求 等 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に ２ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 査 を 請 求 し よ う は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 査 を 請 求 し よ う

と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） は と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） が 記 名 押 印

、 正 副 各 一 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば し て 、 正 副 各 一 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 一 の 一 号 紙 （ 表 面 ） 中

「 「

氏

を

氏

に 改 め る 。

名 印 名

」 」

（ 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 「 」 を 削 る 。

一 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 別 記 様 式 第 十 三 号

二 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 八 号 ） 別 記 様 式 第 二 十 六 号

（ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

１法第２条第１項第１号関係 １法第２条第１項第１号関係

⑴⒅略 ⑴⒅略～ ～

⒆公益財団法人栃木県スポツ協会 ⒆公益財団法人栃木県体育協会ー

⒇略 ⒇略

２４略 ２４略～ ～

（ 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 審 査 請 求 書 ） （ 審 査 請 求 書 ）

第 四 条 審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 第 四 条 審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し な け れ ば な ら な い 。 し 、 請 求 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 十 一 略 一 ～ 十 一 略

２ 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を 行 う と き ２ 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を 行 う と き

は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審 査 請 は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審 査 請

-
3

-

求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 を 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 を

記 載 し な け れ ば な ら 記 載 し 、 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

３ 略 ３ 略

（ 証 人 の 宣 誓 ） （ 証 人 の 宣 誓 ）

第 四 十 条 略 第 四 十 条 略

２ 宣 誓 は 、 証 人 が 宣 誓 書 を 朗 読 し 、 か つ 、 こ れ に ２ 宣 誓 は 、 証 人 が 宣 誓 書 を 朗 読 し 、 か つ 、 こ れ に

署 名 し て 行 う も の と す る 。 署 名 押 印 し て 行 う も の と す る 。

３ 略 ３ 略

（ 口 述 書 の 提 出 要 求 ） （ 口 述 書 の 提 出 要 求 ）

第 四 十 三 条 略 第 四 十 三 条 略

２ 略 ２ 略

３ 第 一 項 の 口 述 書 に は 、 証 人 が 記 名 押 印 を し な け

れ ば な ら な い 。

第 五 十 三 条 人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 場 合 に あ っ 第 五 十 三 条 人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 場 合 に あ っ

て は 口 頭 審 理 調 書 及 び 準 備 手 続 調 書 を 、 書 面 審 理 て は 口 頭 審 理 調 書 及 び 準 備 手 続 調 書 を 、 書 面 審 理

の 場 合 に あ っ て は 審 尋 調 書 を 、 そ れ ぞ れ 口 頭 審 の 場 合 に あ っ て は 審 尋 調 書 を 、 そ れ ぞ れ 口 頭 審

理 、 準 備 手 続 又 は 審 尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る 理 、 準 備 手 続 又 は 審 尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る

も の と し 、 当 該 調 書 に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委 も の と し 、 当 該 調 書 に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委

員 会 の 委 員 又 は 審 査 員 及 び 当 該 調 書 を 作 成 し た 事 員 会 の 委 員 又 は 審 査 員 及 び 当 該 調 書 を 作 成 し た 事

務 職 員 が 記 名 し な け れ ば な ら な い 。 務 職 員 が 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

（ 再 審 の 請 求 ） （ 再 審 の 請 求 ）

第 五 十 八 条 略 第 五 十 八 条 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 再 審 請 求 書 」 と い う 。 ） に ４ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 再 審 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 再 審 の 請 求 を し よ は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 再 審 の 請 求 を し よ

う と す る 者 は 、 正 副 各 一 通 を 人 事 う と す る 者 が 記 名 押 印 を し て 、 正 副 各 一 通 を 人 事

委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

５ 再 審 の 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 再 審 の 請 求 を 行 ５ 再 審 の 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 再 審 の 請 求 を 行

う と き は 、 再 審 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か う と き は 、 再 審 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か

再 審 の 請 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 再 審 の 請 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又

は 職 業 を 記 載 し な け れ ば は 職 業 を 記 載 し 、 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を し な け

な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

６ 略 ６ 略

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 人

事 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ） （ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ）

第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規
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求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 を 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 を

記 載 し な け れ ば な ら 記 載 し 、 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

３ 略 ３ 略

（ 証 人 の 宣 誓 ） （ 証 人 の 宣 誓 ）

第 四 十 条 略 第 四 十 条 略

２ 宣 誓 は 、 証 人 が 宣 誓 書 を 朗 読 し 、 か つ 、 こ れ に ２ 宣 誓 は 、 証 人 が 宣 誓 書 を 朗 読 し 、 か つ 、 こ れ に

署 名 し て 行 う も の と す る 。 署 名 押 印 し て 行 う も の と す る 。

３ 略 ３ 略

（ 口 述 書 の 提 出 要 求 ） （ 口 述 書 の 提 出 要 求 ）

第 四 十 三 条 略 第 四 十 三 条 略

２ 略 ２ 略

３ 第 一 項 の 口 述 書 に は 、 証 人 が 記 名 押 印 を し な け

れ ば な ら な い 。

第 五 十 三 条 人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 場 合 に あ っ 第 五 十 三 条 人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 場 合 に あ っ

て は 口 頭 審 理 調 書 及 び 準 備 手 続 調 書 を 、 書 面 審 理 て は 口 頭 審 理 調 書 及 び 準 備 手 続 調 書 を 、 書 面 審 理

の 場 合 に あ っ て は 審 尋 調 書 を 、 そ れ ぞ れ 口 頭 審 の 場 合 に あ っ て は 審 尋 調 書 を 、 そ れ ぞ れ 口 頭 審

理 、 準 備 手 続 又 は 審 尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る 理 、 準 備 手 続 又 は 審 尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る

も の と し 、 当 該 調 書 に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委 も の と し 、 当 該 調 書 に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委

員 会 の 委 員 又 は 審 査 員 及 び 当 該 調 書 を 作 成 し た 事 員 会 の 委 員 又 は 審 査 員 及 び 当 該 調 書 を 作 成 し た 事

務 職 員 が 記 名 し な け れ ば な ら な い 。 務 職 員 が 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

（ 再 審 の 請 求 ） （ 再 審 の 請 求 ）

第 五 十 八 条 略 第 五 十 八 条 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 再 審 請 求 書 」 と い う 。 ） に ４ 前 項 の 書 面 （ 以 下 「 再 審 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 再 審 の 請 求 を し よ は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 再 審 の 請 求 を し よ

う と す る 者 は 、 正 副 各 一 通 を 人 事 う と す る 者 が 記 名 押 印 を し て 、 正 副 各 一 通 を 人 事

委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

５ 再 審 の 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 再 審 の 請 求 を 行 ５ 再 審 の 請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 再 審 の 請 求 を 行

う と き は 、 再 審 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か う と き は 、 再 審 請 求 書 に 前 項 に 掲 げ る 事 項 の ほ か

再 審 の 請 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 再 審 の 請 求 を 行 う 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又

は 職 業 を 記 載 し な け れ ば は 職 業 を 記 載 し 、 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を し な け

な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

６ 略 ６ 略

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 人

事 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ） （ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ）

第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規

-
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定 す る 調 書 （ 以 下 「 意 見 の 聴 取 調 書 」 と い う 。 ） に 定 す る 調 書 （ 以 下 「 意 見 の 聴 取 調 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審

理 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 四 号 に 掲 げ 理 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 四 号 に 掲 げ

る 事 項 を 除 く 。 ） を 記 載 し な け れ ば る 事 項 を 除 く 。 ） を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ に 記 名 押

な ら な い 。 印 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

２ 略 ２ 略

３ 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る ３ 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る

報 告 書 （ 以 下 単 に 「 報 告 書 」 と い う 。 ） に は 、 次 報 告 書 （ 以 下 単 に 「 報 告 書 」 と い う 。 ） に は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ に 記 名 し な に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ に 記 名 押 印

け れ ば な ら な い 。 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で 及 び 別 記 様 式 第 六 号 か ら 別 記 様 式 第 十 号 ま で の 規 定 中 「 」 を 削

る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ）

適 用 区 分 表 適 用 区 分 表

勤 務 箇 所 職 員 調 整 数 勤 務 箇 所 職 員 調 整 数

略 略

⑴ 医 師 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員 略 ⑴ 医 師 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員 略

を 除 く 。 ） 及 び 作 業 療 法 を 除 く 。 ） 、 作 業 療 法 指

指 導 員 導 員 及 び 主 と し て 精 神 障

害 者 の 相 談 、 指 導 、 判 定

又 は 検 査 の 業 務 に 従 事 す

る 職 員 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員

並 び に 保 健 師 及 び 看 護 師

精 神 保 健 精 神 保 健

等 を 除 く 。 ）

福 祉 セ ン 福 祉 セ ン

タ ー

⑵ 医 師 （ 管 理 職 員 に 限 略

タ ー

⑵ 医 師 （ 管 理 職 員 に 限 略

る 。 ） る 。 ） 及 び 主 と し て 精 神

障 害 者 の 相 談 、 指 導 、 判

定 又 は 検 査 の 業 務 に 従 事

す る 職 員 （ 保 健 師 及 び 看

護 師 等 を 除 き 、 管 理 職 員

に 限 る 。 ）

⑶ 保 健 師 及 び 看 護 師 等 一

略 略

略 略 略 略

那 須 学 園

⑵ 園 長 及 び 総 括 園 長 補 佐 略

那 須 学 園

⑵ 園 長 及 び 総 括 園 長 補 佐 略

⑶ ⑴ 及 び ⑵ に 掲 げ る 職 員 〇 ・ 五

以 外 の 職 員

略 略

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

-
1

-

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ く 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 人

事 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ） （ 意 見 の 聴 取 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ）

第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 第 十 二 条 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規

定 す る 調 書 （ 以 下 「 意 見 の 聴 取 調 書 」 と い う 。 ） 定 す る 調 書 （ 以 下 「 意 見 の 聴 取 調 書 」 と い う 。 ）

に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け

る 審 理 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 四 号 る 審 理 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 四 号

に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） を 記 載 し な け れ ば に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ

な ら な い 。 に 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

２ 略 ２ 略

３ 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る ３ 準 用 行 政 手 続 条 例 第 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る

報 告 書 （ 以 下 単 に 「 報 告 書 」 と い う 。 ） に は 、 次 報 告 書 （ 以 下 単 に 「 報 告 書 」 と い う 。 ） に は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ に 記 名 し な に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 主 宰 者 が こ れ に 記 名 押 印

け れ ば な ら な い 。 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略



（10） 号外第18号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報
栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ）

適 用 区 分 表 適 用 区 分 表

勤 務 箇 所 職 員 調 整 数 勤 務 箇 所 職 員 調 整 数

略 略

⑴ 医 師 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員 略 ⑴ 医 師 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員 略

を 除 く 。 ） 及 び 作 業 療 法 を 除 く 。 ） 、 作 業 療 法 指

指 導 員 導 員 及 び 主 と し て 精 神 障

害 者 の 相 談 、 指 導 、 判 定

又 は 検 査 の 業 務 に 従 事 す

る 職 員 （ ⑵ に 掲 げ る 職 員

並 び に 保 健 師 及 び 看 護 師

精 神 保 健 精 神 保 健

等 を 除 く 。 ）

福 祉 セ ン 福 祉 セ ン

タ ー

⑵ 医 師 （ 管 理 職 員 に 限 略

タ ー

⑵ 医 師 （ 管 理 職 員 に 限 略

る 。 ） る 。 ） 及 び 主 と し て 精 神

障 害 者 の 相 談 、 指 導 、 判

定 又 は 検 査 の 業 務 に 従 事

す る 職 員 （ 保 健 師 及 び 看

護 師 等 を 除 き 、 管 理 職 員

に 限 る 。 ）

⑶ 保 健 師 及 び 看 護 師 等 一

略 略

略 略 略 略

那 須 学 園

⑵ 園 長 及 び 総 括 園 長 補 佐 略

那 須 学 園

⑵ 園 長 及 び 総 括 園 長 補 佐 略

⑶ ⑴ 及 び ⑵ に 掲 げ る 職 員 〇 ・ 五

以 外 の 職 員

略 略

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

調整基本額表 調整基本額表

イへ略 イへ略～ ～

ト特定業務任期付職員行政職給料表

職務の級 調整基本額

１級6,600円

２級8,500円

３級9,600円

４級10,200円

５級10,600円

６級11,200円

７級12,100円

８級12,700円

９級14,300円

チ特定業務任期付職員研究職給料表

職務の級 調整基本額

１級6,786円

２級8,802円

３級10,900円

４級11,700円

５級12,700円

リ特定業務任期付職員医療職給料表⑴

職務の級 調整基本額

１級10,800円

２級13,100円

３級14,500円



（11）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日調整基本額表 調整基本額表

イへ略 イへ略～ ～

ト特定業務任期付職員行政職給料表

職務の級 調整基本額

１級6,600円

２級8,500円

３級9,600円

４級10,200円

５級10,600円

６級11,200円

７級12,100円

８級12,700円

９級14,300円

チ特定業務任期付職員研究職給料表

職務の級 調整基本額

１級6,786円

２級8,802円

３級10,900円

４級11,700円

５級12,700円

リ特定業務任期付職員医療職給料表⑴

職務の級 調整基本額

１級10,800円

２級13,100円

３級14,500円

４級15,600円

ヌ特定業務任期付職員医療職給料表⑵

職務の級 調整基本額

１級6,200円

２級8,000円

３級9,100円

４級9,700円

５級10,500円

６級11,300円

７級12,200円

ル特定業務任期付職員医療職給料表⑶

職務の級 調整基本額

１級7,438円

２級8,658円

３級9,700円

４級10,000円

５級10,400円

６級11,600円

７級12,500円

別 記 様 式 中

「 「

氏名 印を 氏名 に

」 」

改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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４級15,600円

ヌ特定業務任期付職員医療職給料表⑵

職務の級 調整基本額

１級6,200円

２級8,000円

３級9,100円

４級9,700円

５級10,500円

６級11,300円

７級12,200円

ル特定業務任期付職員医療職給料表⑶

職務の級 調整基本額

１級7,438円

２級8,658円

３級9,700円

４級10,000円

５級10,400円

６級11,600円

７級12,500円

別 記 様 式 中

「 「

氏名 印を 氏名 に

」 」

改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 教 務 手 当 ） （ 教 務 手 当 ）

第 四 条 教 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し 第 四 条 教 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し

て 支 給 す る も の と し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に て 支 給 す る も の と し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に

定 め る 額 と す る 。 定 め る 額 と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 警 察 学 校 に お い て 柔 道 、 剣 道 、 逮 捕 術 又 は 拳

銃 操 作 の 指 導 業 務 に 従 事 し た 職 員 一 日 に つ き

二 百 八 十 円

六 略 七 略

２ 略 ２ 略

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） （ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 第 七 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 被 留 置 者 看 守 及 び 管 理 業 務 一 日 に つ き 三 五 被 留 置 者 看 守 及 び 管 理 業 務 一 日 に つ き 二

百 二 十 円 百 六 十 円

六 ～ 十 四 略 六 ～ 十 四 略

十 五 被 疑 者 護 送 業 務 一 日 に つ き 三 百 十 円 十 五 被 疑 者 護 送 業 務

イ 警 察 署 に 勤 務 す る 職 員 （ 第 五 号 の 業 務 に 主

と し て 従 事 す る 職 員 に 限 る 。 ） が 従 事 す る と

き 一 日 に つ き 五 百 七 十 円

ロ イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 が 従 事 す る と き

一 日 に つ き 三 百 十 円

十 六 ～ 二 十 三 略 十 六 ～ 二 十 三 略

二 十 四 被 疑 者 の 取 調 べ 、 参 考 人 そ の 他 の 関 係 者

か ら の 事 情 の 聴 取 等 に お け る 通 訳 の 業 務 一 日

に つ き 五 百 六 十 円

二 十 五 県 民 広 報 相 談 課 に 勤 務 す る 職 員 （ 人 事 委

員 会 が 別 に 定 め る も の に 限 る 。 ） が 行 う 犯 罪 被

害 者 等 の 相 談 又 は 支 援 の 業 務 一 日 に つ き 七

百 五 十 円

（ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） （ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 八 条 略 第 八 条 略

２ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の ２ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の

額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 各 号 に 定 め る 額 と す る 。
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-
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-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 教 務 手 当 ） （ 教 務 手 当 ）

第 四 条 教 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し 第 四 条 教 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し

て 支 給 す る も の と し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に て 支 給 す る も の と し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に

定 め る 額 と す る 。 定 め る 額 と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 警 察 学 校 に お い て 柔 道 、 剣 道 、 逮 捕 術 又 は 拳

銃 操 作 の 指 導 業 務 に 従 事 し た 職 員 一 日 に つ き

二 百 八 十 円

六 略 七 略

２ 略 ２ 略

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） （ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 第 七 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 被 留 置 者 看 守 及 び 管 理 業 務 一 日 に つ き 三 五 被 留 置 者 看 守 及 び 管 理 業 務 一 日 に つ き 二

百 二 十 円 百 六 十 円

六 ～ 十 四 略 六 ～ 十 四 略

十 五 被 疑 者 護 送 業 務 一 日 に つ き 三 百 十 円 十 五 被 疑 者 護 送 業 務

イ 警 察 署 に 勤 務 す る 職 員 （ 第 五 号 の 業 務 に 主

と し て 従 事 す る 職 員 に 限 る 。 ） が 従 事 す る と

き 一 日 に つ き 五 百 七 十 円

ロ イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 が 従 事 す る と き

一 日 に つ き 三 百 十 円

十 六 ～ 二 十 三 略 十 六 ～ 二 十 三 略

二 十 四 被 疑 者 の 取 調 べ 、 参 考 人 そ の 他 の 関 係 者

か ら の 事 情 の 聴 取 等 に お け る 通 訳 の 業 務 一 日

に つ き 五 百 六 十 円

二 十 五 県 民 広 報 相 談 課 に 勤 務 す る 職 員 （ 人 事 委

員 会 が 別 に 定 め る も の に 限 る 。 ） が 行 う 犯 罪 被

害 者 等 の 相 談 又 は 支 援 の 業 務 一 日 に つ き 七

百 五 十 円

（ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） （ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 八 条 略 第 八 条 略

２ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の ２ 社 会 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の

額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

-
2

-

一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日 に つ き 一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日 に つ き

七 百 五 十 円 （ 児 童 相 談 所 に 勤 務 す る 職 員 に あ つ 七 百 五 十 円

て は 、 千 百 三 十 円 ）

二 略 二 略

（ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 （ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手

当 ） 当 ）

第 十 条 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 第 十 条 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。 め る 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 精 神 障 害 者 等 と の 間 で 直 接 行 う 相 談 、 判 定 、

指 導 そ の 他 人 事 委 員 会 が 認 め る 業 務 （ 精 神 保 健

福 祉 セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 行 う も の に 限

る 。 ）

２ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 ２ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手

当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 前 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の 業 務 一 日 一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日

に つ き 七 百 五 十 円 （ 障 害 福 祉 課 又 は 健 康 福 祉 に つ き 七 百 五 十 円 （ 障 害 福 祉 課 又 は 健 康 福 祉

セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 、 休 日 （ 栃 木 県 の 休 セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 、 休 日 （ 栃 木 県 の 休

日 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 日 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ）

第 二 条 に 規 定 す る 県 の 休 日 を い う 。 次 号 に お い 第 二 条 に 規 定 す る 県 の 休 日 を い う 。 次 号 に お い

て 同 じ 。 ） 又 は 午 後 四 時 か ら 翌 日 の 午 前 九 時 三 て 同 じ 。 ） 又 は 午 後 四 時 か ら 翌 日 の 午 前 九 時 三

十 分 ま で を 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 割 り 振 ら れ 、 十 分 ま で を 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 割 り 振 ら れ 、

精 神 科 救 急 情 報 セ ン タ ー に お け る 精 神 保 健 福 祉 精 神 科 救 急 情 報 セ ン タ ー に お け る 精 神 保 健 福 祉

業 務 と し て 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 百 三 十 業 務 と し て 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 百 三 十

円 ） 円 ）

二 略 二 略

（ 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 の （ 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 の

特 殊 勤 務 手 当 ） 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 十 二 条 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 第 十 二 条 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 環 境 保 全 課 、 資 源 循 環 推 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 環 境 保 全 課 、 廃 棄 物 対 策

進 課 、 環 境 森 林 事 務 所 又 は 小 山 環 境 管 理 事 務 所 課 、 環 境 森 林 事 務 所 、 小 山 環 境 管 理 事 務 所 又 は

に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 業 務 に 土 木 事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 業 務 に

従 事 し た と き に 支 給 す る 。 従 事 し た と き に 支 給 す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

２ 略 ２ 略

（ 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 等 に 従 （ 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 等 に 従

事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 十 七 条 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 第 十 七 条 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業

等 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 別 に 定 め る 等 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 別 に 定 め る

事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 作 業 又 は 実 事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 作 業 又 は 実

地 指 導 に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。 地 指 導 に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。

一 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 特 殊 機 械 を 操 作 し て 一 特 殊 機 械 を 取 り 扱 う 次 の 作 業

行 う 作 業 イ 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 特 殊 機 械 を 操 作 し

て 行 う 作 業

ロ イ の 作 業 の う ち 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る

特 に 困 難 な 作 業
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-
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-

一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日 に つ き 一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日 に つ き

七 百 五 十 円 （ 児 童 相 談 所 に 勤 務 す る 職 員 に あ つ 七 百 五 十 円

て は 、 千 百 三 十 円 ）

二 略 二 略

（ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 （ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手

当 ） 当 ）

第 十 条 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 第 十 条 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。 め る 業 務 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 精 神 障 害 者 等 と の 間 で 直 接 行 う 相 談 、 判 定 、

指 導 そ の 他 人 事 委 員 会 が 認 め る 業 務 （ 精 神 保 健

福 祉 セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 行 う も の に 限

る 。 ）

２ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 ２ 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手

当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 前 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の 業 務 一 日 一 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 業 務 一 日

に つ き 七 百 五 十 円 （ 障 害 福 祉 課 又 は 健 康 福 祉 に つ き 七 百 五 十 円 （ 障 害 福 祉 課 又 は 健 康 福 祉

セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 、 休 日 （ 栃 木 県 の 休 セ ン タ ー に 勤 務 す る 職 員 が 、 休 日 （ 栃 木 県 の 休

日 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 日 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ）

第 二 条 に 規 定 す る 県 の 休 日 を い う 。 次 号 に お い 第 二 条 に 規 定 す る 県 の 休 日 を い う 。 次 号 に お い

て 同 じ 。 ） 又 は 午 後 四 時 か ら 翌 日 の 午 前 九 時 三 て 同 じ 。 ） 又 は 午 後 四 時 か ら 翌 日 の 午 前 九 時 三

十 分 ま で を 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 割 り 振 ら れ 、 十 分 ま で を 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 割 り 振 ら れ 、

精 神 科 救 急 情 報 セ ン タ ー に お け る 精 神 保 健 福 祉 精 神 科 救 急 情 報 セ ン タ ー に お け る 精 神 保 健 福 祉

業 務 と し て 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 百 三 十 業 務 と し て 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 百 三 十

円 ） 円 ）

二 略 二 略

（ 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 の （ 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 職 員 の

特 殊 勤 務 手 当 ） 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 十 二 条 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る 第 十 二 条 廃 棄 物 処 理 施 設 の 検 査 業 務 等 に 従 事 す る

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 環 境 保 全 課 、 資 源 循 環 推 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 環 境 保 全 課 、 廃 棄 物 対 策

進 課 、 環 境 森 林 事 務 所 又 は 小 山 環 境 管 理 事 務 所 課 、 環 境 森 林 事 務 所 、 小 山 環 境 管 理 事 務 所 又 は

に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 業 務 に 土 木 事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 業 務 に

従 事 し た と き に 支 給 す る 。 従 事 し た と き に 支 給 す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

２ 略 ２ 略

（ 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 等 に 従 （ 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 等 に 従

事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ） 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 十 七 条 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業 第 十 七 条 特 殊 機 械 、 爆 発 物 及 び 特 殊 薬 品 取 扱 作 業

等 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 別 に 定 め る 等 に 従 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 別 に 定 め る

事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 作 業 又 は 実 事 務 所 に 勤 務 す る 職 員 が 、 次 に 掲 げ る 作 業 又 は 実

地 指 導 に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。 地 指 導 に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。

一 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 特 殊 機 械 を 操 作 し て 一 特 殊 機 械 を 取 り 扱 う 次 の 作 業

行 う 作 業 イ 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 特 殊 機 械 を 操 作 し

て 行 う 作 業

ロ イ の 作 業 の う ち 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る

特 に 困 難 な 作 業

-
3

-

二 ～ 四 略 二 ～ 四 略

２ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次 ２ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。 と す る 。

一 前 項 第 二 号 の 作 業 以 外 の 作 業 又 一 前 項 第 一 号 ロ 及 び 第 二 号 の 作 業 以 外 の 作 業 又

は 実 地 指 導 二 百 八 十 円 （ 前 項 第 三 号 の 作 業 又 は 実 地 指 導 二 百 八 十 円 （ 前 項 第 三 号 の 作 業 又

は 実 地 指 導 に 従 事 す る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 は 実 地 指 導 に 従 事 す る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会

が 別 に 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 二 百 三 十 円 ） が 別 に 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 二 百 三 十 円 ）

二 前 項 第 一 号 ロ の 作 業 四 百 六 十 円

二 略 三 略

（ 併 給 禁 止 ） （ 併 給 禁 止 ）

第 二 十 九 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 等 第 二 十 九 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 等

が 支 給 さ れ る 者 に つ い て は 、 当 該 手 当 等 に 対 応 す が 支 給 さ れ る 者 に つ い て は 、 当 該 手 当 等 に 対 応 す

る 同 表 下 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 は 、 支 給 し な る 同 表 下 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 は 、 支 給 し な

い 。 い 。

略 略

警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 略 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 略

当 （ 第 七 条 第 二 十 号 ロ 当 （ 第 七 条 第 二 十 号 ロ

の 業 務 に 係 る も の に 限 の 業 務 に 係 る も の に 限

る 。 ） る 。 ）

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従

に 勤 務 す る 職 員 の 給 料 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務

の 調 整 額 手 当

２ 略 ２ 略

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 日 ） （ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 日 ）

第 三 十 条 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料 第 三 十 条 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料

支 給 定 日 に 支 給 す る 。 た だ し 、 第 四 条 第 一 項 第 六 支 給 定 日 に 支 給 す る 。 た だ し 、 第 四 条 第 一 項 第 七

号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 教 務 手 当 に つ い て は 、 一 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 教 務 手 当 に つ い て は 、 一

の 研 修 等 の 計 画 に 係 る 分 を 当 該 研 修 等 の 終 了 し た の 研 修 等 の 計 画 に 係 る 分 を 当 該 研 修 等 の 終 了 し た

日 後 に お い て 支 給 す る こ と が で き る 。 日 後 に お い て 支 給 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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-
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-

二 ～ 四 略 二 ～ 四 略

２ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次 ２ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。 と す る 。

一 前 項 第 二 号 の 作 業 以 外 の 作 業 又 一 前 項 第 一 号 ロ 及 び 第 二 号 の 作 業 以 外 の 作 業 又

は 実 地 指 導 二 百 八 十 円 （ 前 項 第 三 号 の 作 業 又 は 実 地 指 導 二 百 八 十 円 （ 前 項 第 三 号 の 作 業 又

は 実 地 指 導 に 従 事 す る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 は 実 地 指 導 に 従 事 す る 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会

が 別 に 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 二 百 三 十 円 ） が 別 に 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 二 百 三 十 円 ）

二 前 項 第 一 号 ロ の 作 業 四 百 六 十 円

二 略 三 略

（ 併 給 禁 止 ） （ 併 給 禁 止 ）

第 二 十 九 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 等 第 二 十 九 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 等

が 支 給 さ れ る 者 に つ い て は 、 当 該 手 当 等 に 対 応 す が 支 給 さ れ る 者 に つ い て は 、 当 該 手 当 等 に 対 応 す

る 同 表 下 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 は 、 支 給 し な る 同 表 下 欄 に 掲 げ る 特 殊 勤 務 手 当 は 、 支 給 し な

い 。 い 。

略 略

警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 略 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 略

当 （ 第 七 条 第 二 十 号 ロ 当 （ 第 七 条 第 二 十 号 ロ

の 業 務 に 係 る も の に 限 の 業 務 に 係 る も の に 限

る 。 ） る 。 ）

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 精 神 保 健 福 祉 業 務 に 従

に 勤 務 す る 職 員 の 給 料 事 す る 職 員 の 特 殊 勤 務

の 調 整 額 手 当

２ 略 ２ 略

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 日 ） （ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 日 ）

第 三 十 条 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料 第 三 十 条 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料

支 給 定 日 に 支 給 す る 。 た だ し 、 第 四 条 第 一 項 第 六 支 給 定 日 に 支 給 す る 。 た だ し 、 第 四 条 第 一 項 第 七

号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 教 務 手 当 に つ い て は 、 一 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 教 務 手 当 に つ い て は 、 一

の 研 修 等 の 計 画 に 係 る 分 を 当 該 研 修 等 の 終 了 し た の 研 修 等 の 計 画 に 係 る 分 を 当 該 研 修 等 の 終 了 し た

日 後 に お い て 支 給 す る こ と が で き る 。 日 後 に お い て 支 給 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 六 条 の 四 関 係 ） 別 表 （ 第 六 条 の 四 関 係 ）

イ 平 成 八 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 イ 平 成 八 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る 職 員 の 区 分 日 ま で の 間 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る 職 員 の 区 分

に つ い て の 表 に つ い て の 表

第 一 一 ～ 三 略 第 一 一 ～ 三 略

号 区 号 区 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年

分 分 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用 さ

れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務 任

期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 十 一 級

で あ つ た も の

四 ・ 五 略 五 ・ 六 略

第 二 一 ～ 七 略 第 二 一 ～ 七 略

号 区 号 区 八 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年

分 分 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用 さ

れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務 任

期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 十 級 で

あ つ た も の

第 三 一 ～ 十 略 第 三 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（
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職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 六 条 の 四 関 係 ） 別 表 （ 第 六 条 の 四 関 係 ）

イ 平 成 八 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 イ 平 成 八 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る 職 員 の 区 分 日 ま で の 間 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る 職 員 の 区 分

に つ い て の 表 に つ い て の 表

第 一 一 ～ 三 略 第 一 一 ～ 三 略

号 区 号 区 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年

分 分 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用 さ

れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務 任

期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 十 一 級

で あ つ た も の

四 ・ 五 略 五 ・ 六 略

第 二 一 ～ 七 略 第 二 一 ～ 七 略

号 区 号 区 八 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八 年

分 分 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用 さ

れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務 任

期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 十 級 で

あ つ た も の

第 三 一 ～ 十 略 第 三 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七

級 で あ つ た も の

十 一 略 十 六 略

第 四 一 ～ 十 略 第 四 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六

級 で あ つ た も の

十 一 略 十 三 略

第 五 一 ～ 十 略 第 五 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 三

級 で あ つ た も の



（17）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七

級 で あ つ た も の

十 一 略 十 六 略

第 四 一 ～ 十 略 第 四 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六

級 で あ つ た も の

十 一 略 十 三 略

第 五 一 ～ 十 略 第 五 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七 級

で あ つ た も の

十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 三

級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の の う ち 人 事 委 員 会 の 定

め る も の

十 一 略 十 六 略

第 六 一 ～ 十 一 略 第 六 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の （ 第 五 号 区 分 の 項 第 十

五 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）

十 二 略 十 五 略

第 七 一 ～ 十 一 略 第 七 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級

又 は 五 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 三 級

で あ つ た も の
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十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の の う ち 人 事 委 員 会 の 定

め る も の

十 一 略 十 六 略

第 六 一 ～ 十 一 略 第 六 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 六 級

で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 五

級 で あ つ た も の （ 第 五 号 区 分 の 項 第 十

五 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）

十 二 略 十 五 略

第 七 一 ～ 十 一 略 第 七 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

分 分 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級

又 は 五 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務

任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 三 級

で あ つ た も の

十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 二

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 六 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 二 略 十 七 略

略 略

ロ 平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お ロ 平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お

け る 職 員 の 区 分 に つ い て の 表 け る 職 員 の 区 分 に つ い て の 表

第 一 一 ～ 三 略 第 一 一 ～ 三 略

号 区 号 区 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条

分 分 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る 職

務 の 級 が 九 級 で あ つ た も の

四 ・ 五 略 五 ・ 六 略

第 二 一 ～ 七 略 第 二 一 ～ 七 略

号 区 号 区 八 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条

分 分 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る 職

務 の 級 が 八 級 で あ つ た も の

第 三 一 ～ 十 略 第 三 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の
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十 四 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 二

級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 六 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 十 八

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 適 用

さ れ て い た 任 期 付 職 員 条 例 の 特 定 業 務）

任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 三 の 適 用 を 受

（

け て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四

級 で あ つ た も の

十 二 略 十 七 略

略 略

ロ 平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お ロ 平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お

け る 職 員 の 区 分 に つ い て の 表 け る 職 員 の 区 分 に つ い て の 表

第 一 一 ～ 三 略 第 一 一 ～ 三 略

号 区 号 区 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条

分 分 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る 職

務 の 級 が 九 級 で あ つ た も の

四 ・ 五 略 五 ・ 六 略

第 二 一 ～ 七 略 第 二 一 ～ 七 略

号 区 号 区 八 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条

分 分 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る 職

務 の 級 が 八 級 で あ つ た も の

第 三 一 ～ 十 略 第 三 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 一 略 十 六 略

第 四 一 ～ 十 略 第 四 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 一 略 十 五 略

第 五 一 ～ 十 略 第 五 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の の う ち
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十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 七 級 で あ つ た も の

十 一 略 十 六 略

第 四 一 ～ 十 略 第 四 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 一 略 十 五 略

第 五 一 ～ 十 略 第 五 一 ～ 十 略

号 区 号 区 十 一 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 六 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の の う ち

人 事 委 員 会 の 定 め る も の

十 六 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 特 二 級 又 は 三 級 で あ つ た

も の

十 七 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 特 二 級 又 は 三 級 で あ つ た

も の

十 一 略 十 八 略

第 六 一 ～ 十 一 略 第 六 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の （ 第 五

号 区 分 の 項 第 十 五 号 に 掲 げ る 者 を 除

く 。 ）

十 二 略 十 五 略

第 七 一 ～ 十 一 略 第 七 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 二 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 六 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
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人 事 委 員 会 の 定 め る も の

十 六 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 特 二 級 又 は 三 級 で あ つ た

も の

十 七 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 教 育 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 特 二 級 又 は 三 級 で あ つ た

も の

十 一 略 十 八 略

第 六 一 ～ 十 一 略 第 六 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 五 級 で あ つ た も の （ 第 五

号 区 分 の 項 第 十 五 号 に 掲 げ る 者 を 除

く 。 ）

十 二 略 十 五 略

第 七 一 ～ 十 一 略 第 七 一 ～ 十 一 略

号 区 号 区 十 二 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

分 分 条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 三 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す る

職 務 の 級 が 三 級 で あ つ た も の

十 四 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 一 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 二 級 で あ つ た も の

十 五 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 二 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 六 平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員

条 例 の 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料）
表 三 の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ の 属 す

（
る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 二 略 十 七 略

略 略

別 記 様 式 第 一 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 （ 表 面 ） 中 「職名氏名及び印」 を 「職名及び氏名」 に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 備 考 第 九 項 中、

「職名氏名及び印」 を 「職名及び氏名」 に 、 「記入した上押印する」 を 「記入する」 に 改 め る 。、 、

別 記 様 式 第 三 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 四 （ 裏 面 ） 中

取扱

を

取扱

に 改 め る 。

者印 者

」 」

別 記 様 式 第 四 の 二 （ 表 面 ） 中 「印」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 三 項 中 「記名押印又は署名」 を 「記

名又は署名」 に 改 め る 。

「 「

取扱 取扱

別 記 様 式 第 五 （ 裏 面 ） 中 を に 改 め る 。

者印 者

」 」

別 記 様 式 第 六 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「別 記 様 式 第 八 中 氏名 ㊞ を 氏名 に 改 め る 。」 」

「 「別 記 様 式 第 九 （ 表 面 ） 中 受給資格者氏名 ㊞ を 受給資格者氏名 に 改」 」

め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 （ 表 面 ） 中 氏名 ㊞ を 氏名 に 改」 」

め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 三 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を 申請者氏名 に」 」

改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 六 項 中 「記名押印又は署名」 を 「記名又は署名」 に 改 め る 。

「別 記 様 式 第 十 三 の 二 （ 表 面 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 四 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を」

「申請者氏名 に 改 め る 。」

「 「別 記 様 式 第 十 四 の 二 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 印 を 申請者氏名 に」 」

改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 四 項 第 一 号 中 「記名押印又は署名」 を 「記名又は署名」 に 改 め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 四 の 三 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を 申請者氏名 に」 」

改 め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 五 （ 表 面 ） 中 受給資格者氏名 ㊞ を 受給資格者氏名 に」 」

改 め る 。

別 記 様 式 第 十 六 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 六 の 二 （ 表 面 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 六 の 三 （ 表 面 ） 中 「印」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（22） 号外第18号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報

る 職 務 の 級 が 四 級 で あ つ た も の

十 二 略 十 七 略

略 略

別 記 様 式 第 一 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 （ 表 面 ） 中 「職名氏名及び印」 を 「職名及び氏名」 に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 備 考 第 九 項 中、

「職名氏名及び印」 を 「職名及び氏名」 に 、 「記入した上押印する」 を 「記入する」 に 改 め る 。、 、

別 記 様 式 第 三 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 四 （ 裏 面 ） 中

取扱

を

取扱

に 改 め る 。

者印 者

」 」

別 記 様 式 第 四 の 二 （ 表 面 ） 中 「印」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 三 項 中 「記名押印又は署名」 を 「記

名又は署名」 に 改 め る 。

「 「

取扱 取扱

別 記 様 式 第 五 （ 裏 面 ） 中 を に 改 め る 。

者印 者

」 」

別 記 様 式 第 六 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「別 記 様 式 第 八 中 氏名 ㊞ を 氏名 に 改 め る 。」 」

「 「別 記 様 式 第 九 （ 表 面 ） 中 受給資格者氏名 ㊞ を 受給資格者氏名 に 改」 」

め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 （ 表 面 ） 中 氏名 ㊞ を 氏名 に 改」 」

め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 三 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を 申請者氏名 に」 」

改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 六 項 中 「記名押印又は署名」 を 「記名又は署名」 に 改 め る 。

「別 記 様 式 第 十 三 の 二 （ 表 面 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 四 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を」

「申請者氏名 に 改 め る 。」

「 「別 記 様 式 第 十 四 の 二 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 印 を 申請者氏名 に」 」

改 め 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 注 意 事 項 第 四 項 第 一 号 中 「記名押印又は署名」 を 「記名又は署名」 に 改 め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 四 の 三 （ 表 面 ） 中 申請者氏名 ㊞ を 申請者氏名 に」 」

改 め る 。

「 「別 記 様 式 第 十 五 （ 表 面 ） 中 受給資格者氏名 ㊞ を 受給資格者氏名 に」 」

改 め る 。

別 記 様 式 第 十 六 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 六 の 二 （ 表 面 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 六 の 三 （ 表 面 ） 中 「印」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号

研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 機 関 を 指 定 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の

よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 機 関 を 指 定 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 機 関 を 指 定 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 人 事 委

員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

研 究 職 給 料 表 の 適 用 機 関 を 指 定 す る 規 則 研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職

給 料 表 の 適 用 機 関 を 指 定 す る 規 則

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条

例 第 一 号 ） 例 第 一 号 ） 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

に 基 づ き 、 る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） に 基 づ き 、

研 究 職 給 料 表 研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表

の 適 用 機 関 を 次 の と お り 指 定 す る 。 の 適 用 機 関 を 次 の と お り 指 定 す る 。

一 ～ 十 五 略 一 ～ 十 五 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 減 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 減

額 ） 額 ）

第 八 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 第 八 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二

号 ） 第 十 五 条 若 し く は 第 二 十 三 条 又 は 一 般 職 の 任 号 ） 第 十 五 条 若 し く は 第 二 十 三 条 又 は 一 般 職 の 任

期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木

県 条 例 第 三 号 ） 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に お い て 読 み 県 条 例 第 三 号 ） 第 十 条 第 四 項 の 規 定 に お い て 読 み

替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回

数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。

２ 略 ２ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（23）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

通 勤 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 減 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 減

額 ） 額 ）

第 八 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 第 八 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二

号 ） 第 十 五 条 若 し く は 第 二 十 三 条 又 は 一 般 職 の 任 号 ） 第 十 五 条 若 し く は 第 二 十 三 条 又 は 一 般 職 の 任

期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 栃 木

県 条 例 第 三 号 ） 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に お い て 読 み 県 条 例 第 三 号 ） 第 十 条 第 四 項 の 規 定 に お い て 読 み

替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回

数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。

２ 略 ２ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 支 給 対 象 職 ） （ 支 給 対 象 職 ）

第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職

は 、 行 政 職 給 料 表 及 び 研 究 職 給 料 表 は 、 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

付 職 員 行 政 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は

歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職 （ 地 方 公 歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職 （ 地 方 公

務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第

百 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 又 百 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 又

は 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 は 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十

六 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ り あ ら か じ め 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 に よ り あ ら か じ め 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 」 と い （ 以 下 「 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 」 と い） ）

う 。 ） の 職 を 除 く 。 ） 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 う 。 ） の 職 を 除 く 。 ） 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 及 び

（ （

）

の 適 用 を 受 け 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受 け

（

る 職 員 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の る 職 員 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の

職 及 び 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二 職 及 び 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二

年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改 の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改

正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に

規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、

次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、 ２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、）

行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 及 び 医 療 職 給 料 表 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 医 療 職 給 料 表 二 、
（

）
二 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

（

付 職 員 研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 獣 医 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 獣 医

（

師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の 職 を 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の 職 を

除 く 。 ） と す る 。 除 く 。 ） と す る 。

３ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 は 、 ３ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 は 、） ）

医 療 職 給 料 表 三 医 療 職 給 料 表 三 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給

（ （

）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病 料 表 三 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病

（

院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期

付 採 用 職 員 の 職 を 除 く 。 ） と す る 。 付 採 用 職 員 の 職 を 除 く 。 ） と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（24） 号外第18号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報
栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 支 給 対 象 職 ） （ 支 給 対 象 職 ）

第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 第 二 条 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 職

は 、 行 政 職 給 料 表 及 び 研 究 職 給 料 表 は 、 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

付 職 員 行 政 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 医 学 又 は

歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職 （ 地 方 公 歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 職 （ 地 方 公

務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第

百 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 又 百 十 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 八 条 第 一 項 又

は 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 は 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十

六 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 五 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ り あ ら か じ め 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 に よ り あ ら か じ め 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 」 と い （ 以 下 「 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 」 と い） ）

う 。 ） の 職 を 除 く 。 ） 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 う 。 ） の 職 を 除 く 。 ） 並 び に 医 療 職 給 料 表 一 及 び

（ （

）

の 適 用 を 受 け 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受 け

（

る 職 員 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の る 職 員 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の

職 及 び 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二 職 及 び 医 師 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 二

年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改 の 医 師 法 （ 第 六 条 第 一 項 に お い て 「 平 成 十 二 年 改

正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 正 後 の 医 師 法 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に

規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、 規 定 す る 臨 床 研 修 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） で 、

次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、 ２ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 は 、）

行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 及 び 医 療 職 給 料 表 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料 表 、 医 療 職 給 料 表 二 、
（

）
二 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 、 特 定 業 務 任 期

（

付 職 員 研 究 職 給 料 表 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 獣 医 職 給 料 表 二 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 獣 医

（

師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の 職 を 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 付 採 用 職 員 の 職 を

除 く 。 ） と す る 。 除 く 。 ） と す る 。

３ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 は 、 ３ 条 例 第 九 条 の 三 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 は 、） ）

医 療 職 給 料 表 三 医 療 職 給 料 表 三 及 び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給

（ （

）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病 料 表 三 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 の う ち 、 岡 本 台 病

（

院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期 院 に 置 か れ る 看 護 師 の 職 （ 育 児 休 業 等 に 伴 う 任 期

付 採 用 職 員 の 職 を 除 く 。 ） と す る 。 付 採 用 職 員 の 職 を 除 く 。 ） と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 医 師 等 の 支 給 範 囲 ） （ 医 師 等 の 支 給 範 囲 ）

第 三 条 条 例 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 第 三 条 条 例 第 十 一 条 の 三 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る も の は 、 行 政 職 給 料 表 又 は 研 究 職 給 料 則 で 定 め る も の は 、 行 政 職 給 料 表 、 研 究 職 給 料

表 表 、 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 又 は 特 定 業

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

職 で 医 学 又 は 歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す 職 で 医 学 又 は 歯 学 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 必 要 と す） ）

る 職 、 医 療 職 給 料 表 一 る 職 、 医 療 職 給 料 表 一 又 は 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医

（ （

）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 及 び 特 定 任 療 職 給 料 表 一 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 及 び 特 定 任

（

期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 医 療 業 務 に 期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 医 療 業 務 に

従 事 す る 職 員 に 限 る 。 ） の 職 と す る 。 従 事 す る 職 員 に 限 る 。 ） の 職 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 管 理 職 加 算 を 受 け る 職 員 及 び 加 算 割 合 ） （ 管 理 職 加 算 を 受 け る 職 員 及 び 加 算 割 合 ）

第 六 条 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 管 理 又 は 監 督 の 地 位 第 六 条 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 管 理 又 は 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 休 職 に さ れ て い に あ る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 休 職 に さ れ て い

る 職 員 の う ち 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 に 該 当 す る 職 る 職 員 の う ち 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 に 該 当 す る 職

員 以 外 の 職 員 を 除 く 。 ） と す る 。 員 以 外 の 職 員 を 除 く 。 ） と す る 。

一 略 一 略

二 特 定 任 期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 二 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例

（ 四 号 給 以 下 の 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 を 除 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 。 次 項 に お い て

く 。 ） 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 一 項 又

は 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け

る 職 員 で 次 に 掲 げ る 職 員

イ 特 定 任 期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 四 号 給 以 下 の 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 を 除

く 。 ）

ロ 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 九 級 及 び 八 級

の 職 員

ハ 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 五 級 の 職 員 及）

び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用

（

を 受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 四 級 の 職 員

で 前 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が

認 め る 職 員

三 略 三 略

２ 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 百 分 の 二 十 五 を 超 え な い ２ 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 百 分 の 二 十 五 を 超 え な い

範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 次 の 各 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 掲 げ る 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 掲 げ る

割 合 と す る 。 割 合 と す る 。

一 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 特 定 任 期 一 前 項 第 二 号 イ に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 特 定 任 期

付 職 員 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 以 上 の 号 給 及 び 一 付 職 員 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 以 上 の 号 給 及 び 任

般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 期 付 職 員 条 例

十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 第 三 項 （ 育 児 第 七 条 第 三 項 （ 育 児

休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給

料 月 額 を 受 け る 職 員 並 び に 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 料 月 額 を 受 け る 職 員 並 び に 前 項 第 三 号 に 掲 げ る

職 員 の う ち 、 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 職 員 の う ち 、 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の

給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 及 び 同 条 第 四 項 （ 育 児 休 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 及 び 同 条 第 四 項 （ 育 児 休

業 条 例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す 業 条 例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 料 る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 料
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 管 理 職 加 算 を 受 け る 職 員 及 び 加 算 割 合 ） （ 管 理 職 加 算 を 受 け る 職 員 及 び 加 算 割 合 ）

第 六 条 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 管 理 又 は 監 督 の 地 位 第 六 条 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 管 理 又 は 監 督 の 地 位

に あ る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 休 職 に さ れ て い に あ る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 休 職 に さ れ て い

る 職 員 の う ち 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 に 該 当 す る 職 る 職 員 の う ち 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 に 該 当 す る 職

員 以 外 の 職 員 を 除 く 。 ） と す る 。 員 以 外 の 職 員 を 除 く 。 ） と す る 。

一 略 一 略

二 特 定 任 期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 二 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例

（ 四 号 給 以 下 の 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 を 除 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 。 次 項 に お い て

く 。 ） 「 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 一 項 又

は 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け

る 職 員 で 次 に 掲 げ る 職 員

イ 特 定 任 期 付 職 員 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 四 号 給 以 下 の 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 を 除

く 。 ）

ロ 特 定 業 務 任 期 付 職 員 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 九 級 及 び 八 級

の 職 員

ハ 特 定 業 務 任 期 付 職 員 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 五 級 の 職 員 及）

び 特 定 業 務 任 期 付 職 員 医 療 職 給 料 表 一 の 適 用

（

を 受 け る 職 員 の う ち 、 職 務 の 級 が 四 級 の 職 員

で 前 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が

認 め る 職 員

三 略 三 略

２ 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 百 分 の 二 十 五 を 超 え な い ２ 条 例 第 二 十 条 第 五 項 の 百 分 の 二 十 五 を 超 え な い

範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 次 の 各 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 掲 げ る 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 掲 げ る

割 合 と す る 。 割 合 と す る 。

一 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 特 定 任 期 一 前 項 第 二 号 イ に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 特 定 任 期

付 職 員 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 以 上 の 号 給 及 び 一 付 職 員 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 以 上 の 号 給 及 び 任

般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 期 付 職 員 条 例

十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 第 三 項 （ 育 児 第 七 条 第 三 項 （ 育 児

休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給

料 月 額 を 受 け る 職 員 並 び に 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 料 月 額 を 受 け る 職 員 並 び に 前 項 第 三 号 に 掲 げ る

職 員 の う ち 、 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 職 員 の う ち 、 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の

給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 及 び 同 条 第 四 項 （ 育 児 休 給 料 表 の 号 給 が 六 号 給 及 び 同 条 第 四 項 （ 育 児 休

業 条 例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す 業 条 例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 料 る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 給 料

月 額 を 受 け る 職 員 百 分 の 二 十 五 月 額 を 受 け る 職 員 百 分 の 二 十 五

二 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 二 前 項 第 一 号 並 び に 第 二 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 職

員 の う ち 、 給 料 の 特 別 調 整 額 に 係 る 区 分 が 一 種 員 の う ち 、 給 料 の 特 別 調 整 額 に 係 る 区 分 が 一 種

の 職 を 占 め る 職 員 百 分 の 二 十 二 の 職 を 占 め る 職 員 百 分 の 二 十 二

三 略 三 略

別 表 第 一 （ 第 五 条 の 三 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 五 条 の 三 関 係 ）

給 料 表 職 員 加 算 割 合 給 料 表 職 員 加 算 割 合

略 略

五 号 給 以 上 の 号 給 及 略 五 号 給 以 上 の 号 給 及 略

び 一 般 職 の 任 期 付 職 び 任 期 付 職 員 条 例

員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 第 七 条 第 三 項 第 七 条 第 三 項

（ 育 児 休 業 条 例 第 十 （ 育 児 休 業 条 例 第 十

特 定 任 七 条 の 規 定 に よ り 読 特 定 任 七 条 の 規 定 に よ り 読

期 付 職 み 替 え て 適 用 す る 場 期 付 職 み 替 え て 適 用 す る 場

員 給 料 合 を 含 む 。 ） の 規 定 員 給 料 合 を 含 む 。 ） の 規 定

表 に よ り 決 定 さ れ た 給 表 に よ り 決 定 さ れ た 給

料 月 額 を 受 け る 職 員 料 月 額 を 受 け る 職 員

略 略 略 略

略 略 略 略

職 務 の 級 が 九 級 及 び 百 分 の 二 十

八 級 で あ る 職 員

特 定 業 職 務 の 級 が 七 級 及 び 百 分 の 十 五

務 任 期 六 級 で あ る 職 員

付 職 員

行 政 職 職 務 の 級 が 五 級 及 び 百 分 の 十

給 料 表 四 級 で あ る 職 員

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 五

る 職 員

職 務 の 級 が 五 級 で あ 百 分 の 十 五 （ 人

る 職 員 事 委 員 会 が 別 に

定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

二 十 ）

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 十 （ 人 事

特 定 業 る 職 員 委 員 会 が 別 に 定

務 任 期 め る 職 員 に あ つ

付 職 員 て は 、 百 分 の 十

研 究 職 五 ）
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月 額 を 受 け る 職 員 百 分 の 二 十 五 月 額 を 受 け る 職 員 百 分 の 二 十 五

二 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 二 前 項 第 一 号 並 び に 第 二 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 職

員 の う ち 、 給 料 の 特 別 調 整 額 に 係 る 区 分 が 一 種 員 の う ち 、 給 料 の 特 別 調 整 額 に 係 る 区 分 が 一 種

の 職 を 占 め る 職 員 百 分 の 二 十 二 の 職 を 占 め る 職 員 百 分 の 二 十 二

三 略 三 略

別 表 第 一 （ 第 五 条 の 三 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 五 条 の 三 関 係 ）

給 料 表 職 員 加 算 割 合 給 料 表 職 員 加 算 割 合

略 略

五 号 給 以 上 の 号 給 及 略 五 号 給 以 上 の 号 給 及 略

び 一 般 職 の 任 期 付 職 び 任 期 付 職 員 条 例

員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 第 七 条 第 三 項 第 七 条 第 三 項

（ 育 児 休 業 条 例 第 十 （ 育 児 休 業 条 例 第 十

特 定 任 七 条 の 規 定 に よ り 読 特 定 任 七 条 の 規 定 に よ り 読

期 付 職 み 替 え て 適 用 す る 場 期 付 職 み 替 え て 適 用 す る 場

員 給 料 合 を 含 む 。 ） の 規 定 員 給 料 合 を 含 む 。 ） の 規 定

表 に よ り 決 定 さ れ た 給 表 に よ り 決 定 さ れ た 給

料 月 額 を 受 け る 職 員 料 月 額 を 受 け る 職 員

略 略 略 略

略 略 略 略

職 務 の 級 が 九 級 及 び 百 分 の 二 十

八 級 で あ る 職 員

特 定 業 職 務 の 級 が 七 級 及 び 百 分 の 十 五

務 任 期 六 級 で あ る 職 員

付 職 員

行 政 職 職 務 の 級 が 五 級 及 び 百 分 の 十

給 料 表 四 級 で あ る 職 員

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 五

る 職 員

職 務 の 級 が 五 級 で あ 百 分 の 十 五 （ 人

る 職 員 事 委 員 会 が 別 に

定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

二 十 ）

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 十 （ 人 事

特 定 業 る 職 員 委 員 会 が 別 に 定

務 任 期 め る 職 員 に あ つ

付 職 員 て は 、 百 分 の 十

研 究 職 五 ）

給 料 表

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 五 （ 職 務

る 職 員 及 び 二 級 で あ の 級 が 三 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会 る 職 員 の う ち 人

が 定 め る 職 員 に 限 事 委 員 会 が 別 に

る 。 ） 定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

十 ）

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 十 五 （ 人

る 職 員 事 委 員 会 が 別 に

定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

二 十 ）

特 定 業

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 十 （ 人 事

務 任 期 る 職 員 委 員 会 が 別 に 定

付 職 員

め る 職 員 に あ つ

医 療 職

て は 、 百 分 の 十

給 料 表 五 ）

）
一
（ 職 務 の 級 が 二 級 で あ 百 分 の 五 （ 職 務

る 職 員 及 び 一 級 で あ の 級 が 二 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会 る 職 員 の う ち 人

が 定 め る 職 員 に 限 事 委 員 会 が 別 に

る 。 ） 定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

十 ）

職 務 の 級 が 七 級 で あ 百 分 の 十 五

る 職 員

職 務 の 級 が 六 級 及 び 百 分 の 十 （ 職 務

五 級 で あ る 職 員 の 級 が 六 級 で あ

特 定 業

る 職 員 の う ち 人

務 任 期 事 委 員 会 が 別 に

付 職 員

定 め る 職 員 に あ

医 療 職

つ て は 、 百 分 の

給 料 表 十 五 ）

）
二
（

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 五

る 職 員 及 び 三 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会

が 定 め る 職 員 に 限

る 。 ）

職 務 の 級 が 七 級 及 び 百 分 の 十 五

六 級 で あ る 職 員

特 定 業
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給 料 表

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 五 （ 職 務

る 職 員 及 び 二 級 で あ の 級 が 三 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会 る 職 員 の う ち 人

が 定 め る 職 員 に 限 事 委 員 会 が 別 に

る 。 ） 定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

十 ）

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 十 五 （ 人

る 職 員 事 委 員 会 が 別 に

定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

二 十 ）

特 定 業

職 務 の 級 が 三 級 で あ 百 分 の 十 （ 人 事

務 任 期 る 職 員 委 員 会 が 別 に 定

付 職 員

め る 職 員 に あ つ

医 療 職

て は 、 百 分 の 十

給 料 表 五 ）

）
一
（ 職 務 の 級 が 二 級 で あ 百 分 の 五 （ 職 務

る 職 員 及 び 一 級 で あ の 級 が 二 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会 る 職 員 の う ち 人

が 定 め る 職 員 に 限 事 委 員 会 が 別 に

る 。 ） 定 め る 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の

十 ）

職 務 の 級 が 七 級 で あ 百 分 の 十 五

る 職 員

職 務 の 級 が 六 級 及 び 百 分 の 十 （ 職 務

五 級 で あ る 職 員 の 級 が 六 級 で あ

特 定 業

る 職 員 の う ち 人

務 任 期 事 委 員 会 が 別 に

付 職 員

定 め る 職 員 に あ

医 療 職

つ て は 、 百 分 の

給 料 表 十 五 ）

）
二
（

職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 五

る 職 員 及 び 三 級 で あ

る 職 員 （ 人 事 委 員 会

が 定 め る 職 員 に 限

る 。 ）

職 務 の 級 が 七 級 及 び 百 分 の 十 五

六 級 で あ る 職 員

特 定 業

務 任 期 職 務 の 級 が 五 級 で あ 百 分 の 十

付 職 員 る 職 員

医 療 職

給 料 表 職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 五）
三 る 職 員 及 び 三 級 で あ

（

る 職 員 （ 人 事 委 員 会

が 定 め る 職 員 に 限

る 。 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

給 料 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

給 料 の 特 別 調 整 額 表 給 料 の 特 別 調 整 額 表

組 織 の 区 分 職 区 分 組 織 の 区 分 職 区 分

知 事 の 略 略 略 知 事 の 略 略 略

事 務 部 事 務 部

局 衛 生 福 略 略 局 衛 生 福 略 略

祉 大 学 祉 大 学

校 副 校 長 略 校 副 校 長 略

部 長 （ 部 長 （ 保 健 看 護 学 部 、

歯 科 技 術 学 部 及 び 臨 床 歯 科 技 術 学 部 及 び 臨 床

検 査 学 部 の 部 長 を 除 検 査 学 部 の 部 長 を 除

く 。 ） く 。 ）

略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

農 業 振 略 略 農 業 振 略 略

興 事 務 興 事 務

所 部 長 （ 河 内 農 業 振 興 事 略 所 部 長 （ 河 内 農 業 振 興 事 略

務 所 の 管 理 部 、 経 営 普 務 所 の 経 営 普

及 部 及 び 農 村 整 備 部 並 及 部 及 び 農 村 整 備 部 並

び に 安 足 農 業 振 興 事 務 び に 安 足 農 業 振 興 事 務

所 の 経 営 普 及 部 の 部 長 所 の 経 営 普 及 部 の 部 長

を 除 く 。 ） を 除 く 。 ）

支 所 長 支 所 長

略 略 略 略 略 略

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

務 任 期 職 務 の 級 が 五 級 で あ 百 分 の 十

付 職 員 る 職 員

医 療 職

給 料 表 職 務 の 級 が 四 級 で あ 百 分 の 五）
三 る 職 員 及 び 三 級 で あ

（

る 職 員 （ 人 事 委 員 会

が 定 め る 職 員 に 限

る 。 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（29）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 二 号

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め

る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 職 員 の 給 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 職 員 の 給

料 月 額 と す る 。 料 月 額 と す る 。

一 略 一 略

二 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る

育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に

よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 職 員 の 育 児 休 よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 条 例 第 二

号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 五 条

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 給 与 条 例 第 六 条 第 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 給 与 条 例 第 六 条 第

三 項 、 第 四 項 、 第 六 項 若 し く は 第 十 一 項 、 育 児 三 項 、 第 四 項 、 第 六 項 若 し く は 第 十 一 項 、 育 児

休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 休 業 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平

成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 第 二 項 若 し 成 十 六 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条 第 二 項 若 し

く は 第 三 項 、 育 児 休 業 条 く は 第 三 項 若 し く は 第 八 条 第 三 項 、 育 児 休 業 条

例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職 例 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職

の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十

六 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） 第 五 条 第 三 項 若 し く は 六 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） 第 五 条 第 三 項 若 し く は

第 四 項 又 は 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 第 四 項 又 は 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十

九 号 。 次 号 に お い て 「 平 成 二 十 二 年 給 与 条 例 等 九 号 。 次 号 に お い て 「 平 成 二 十 二 年 給 与 条 例 等

改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え ら れ た 同 条 第 一 項 に よ り 読 み 替 え ら れ た 同 条 第 一 項

三 略 三 略

四 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 四 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五

条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 一 般 職 の 任 期 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 一 般 職 の 任 期

付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 第 十 条 第 二 項 の 規 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 第 八 条 第 四 項

定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 給 与 条 例 第 六 条 第 三

項 、 第 四 項 、 第 六 項 又 は 第 七 項

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

組 織 職 組 織 職

略 略

知 事 部 局 本 庁 略 知 事 部 局 本 庁 略

総 合 政 策 課 略 総 合 政 策 課 略

デ ジ タ ル 戦

室 長 室 長 補 佐

略 室

略 略 略 略

文 書 学 事 課 略 文 書 学 事 課 略

総 合 ス ポ ー

ツ ゾ ー ン 整 室 長 室 長 補 佐

備 室

略 略 略 略

略 略 略 略

略 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（30） 号外第18号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報
栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 三 号

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

組 織 職 組 織 職

略 略

知 事 部 局 本 庁 略 知 事 部 局 本 庁 略

総 合 政 策 課 略 総 合 政 策 課 略

デ ジ タ ル 戦

室 長 室 長 補 佐

略 室

略 略 略 略

文 書 学 事 課 略 文 書 学 事 課 略

総 合 ス ポ ー

ツ ゾ ー ン 整 室 長 室 長 補 佐

備 室

略 略 略 略

略 略 略 略

略 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃

木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

一 市 又 は 町 一 市 又 は 町

市 又 は 町 組 織 職 市 又 は 町 組 織 職

略 略

那 須 烏 略 略 那 須 烏 略 略

山 市 山 市

参 事 課 長 主 幹 総 参 事 課 長 主 幹

合 政 策 課 秘 書 政 策 グ

ル ー プ 課 長 補 佐 総 合 総 合

政 策 課 財 政 グ ル ー プ 課 政 策 課 財 政 グ ル ー プ 課

長 補 佐 総 務 課 人 事 グ 長 補 佐 総 務 課 人 事 グ

ル ー プ 課 長 補 佐 総 務 ル ー プ 課 長 補 佐

課 行 政 グ ル ー プ 課 長 補

市 長 部 局

佐 総 合 政 策 課 秘 書 政

市 長 部 局

策 グ ル ー プ 係 長 総 合 総 合

政 策 課 財 政 グ ル ー プ 係 政 策 課 財 政 グ ル ー プ 係

長 総 務 課 人 事 グ ル ー 長 総 務 課 人 事 グ ル ー

プ 係 長 総 務 課 行 政 グ プ 係 長

ル ー プ 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

福 祉 事 務 所 長 福 祉 事 務 所 長

診 療 所 長 診 療 所 長

略 略 略 略

略 略

市 貝 町 略 略 市 貝 町 略 略

教 育 委 員 会 課 長 室 長 教 育 委 員 会 課 長

事 務 局 事 務 局

略 略 略 略



（31）号外第18号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

栃 木 県 が 公 平 委 員 会 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃

木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

一 市 又 は 町 一 市 又 は 町

市 又 は 町 組 織 職 市 又 は 町 組 織 職

略 略

那 須 烏 略 略 那 須 烏 略 略

山 市 山 市

参 事 課 長 主 幹 総 参 事 課 長 主 幹

合 政 策 課 秘 書 政 策 グ

ル ー プ 課 長 補 佐 総 合 総 合

政 策 課 財 政 グ ル ー プ 課 政 策 課 財 政 グ ル ー プ 課

長 補 佐 総 務 課 人 事 グ 長 補 佐 総 務 課 人 事 グ

ル ー プ 課 長 補 佐 総 務 ル ー プ 課 長 補 佐

課 行 政 グ ル ー プ 課 長 補

市 長 部 局

佐 総 合 政 策 課 秘 書 政

市 長 部 局

策 グ ル ー プ 係 長 総 合 総 合

政 策 課 財 政 グ ル ー プ 係 政 策 課 財 政 グ ル ー プ 係

長 総 務 課 人 事 グ ル ー 長 総 務 課 人 事 グ ル ー

プ 係 長 総 務 課 行 政 グ プ 係 長

ル ー プ 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

福 祉 事 務 所 長 福 祉 事 務 所 長

診 療 所 長 診 療 所 長

略 略 略 略

略 略

市 貝 町 略 略 市 貝 町 略 略

教 育 委 員 会 課 長 室 長 教 育 委 員 会 課 長

事 務 局 事 務 局

略 略 略 略

芳 賀 町 略 略 芳 賀 町 略 略

部 長 課 長 園 長 総 部 長 課 長 総

務 課 庶 務 人 事 係 長 企 務 課 庶 務 人 事 係 長 企

町 長 部 局 画 課 み ら い 創 生 係 長 町 長 部 局 画 課 み ら い 創 生 係 長

企 画 課 財 政 係 長 企 画 課 財 政 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

略 略 略 略

教 育 委 員 会 課 長 教 育 委 員 会 課 長

事 務 局 事 務 局 園 長

略 略 略 略

略 略

二 一 部 事 務 組 合 二 一 部 事 務 組 合

一 部 事 務 組 合 及 び 組 織 職 一 部 事 務 組 合 及 び 組 織 職

略 略

事 務 局 長 事 務 局 次 長 事 務 局 長 事 務 局 次 長

小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合

課 長 主 幹

小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合

課 長 所 長 主 幹

総 務 係 長 総 務 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

略 略

三 略 三 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（32） 号外第18号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報

芳 賀 町 略 略 芳 賀 町 略 略

部 長 課 長 園 長 総 部 長 課 長 総

務 課 庶 務 人 事 係 長 企 務 課 庶 務 人 事 係 長 企

町 長 部 局 画 課 み ら い 創 生 係 長 町 長 部 局 画 課 み ら い 創 生 係 長

企 画 課 財 政 係 長 企 画 課 財 政 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

略 略 略 略

教 育 委 員 会 課 長 教 育 委 員 会 課 長

事 務 局 事 務 局 園 長

略 略 略 略

略 略

二 一 部 事 務 組 合 二 一 部 事 務 組 合

一 部 事 務 組 合 及 び 組 織 職 一 部 事 務 組 合 及 び 組 織 職

略 略

事 務 局 長 事 務 局 次 長 事 務 局 長 事 務 局 次 長

小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合

課 長 主 幹

小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合

課 長 所 長 主 幹

総 務 係 長 総 務 係 長

会 計 管 理 者 会 計 管 理 者

略 略

三 略 三 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 議 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

（ 栃 木 県 議 会 議 員 の 資 産 等 の 公 開 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 議 会 議 員 の 資 産 等 の 公 開 に 関 す る 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 報 告 書 の 訂 正 ） （ 報 告 書 の 訂 正 ）

第 九 条 報 告 書 を 訂 正 し よ う と す る 場 合 に は 、 議 員 第 九 条 報 告 書 を 訂 正 し よ う と す る 場 合 に は 、 議 員

は 、 議 長 に 訂 正 届 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 提 出 し 、 は 、 議 長 に 訂 正 届 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 提 出 し 、

訂 正 の 箇 所 に そ の 氏 名 及 び 訂 訂 正 の 箇 所 に 押 印 す る と と も に 、 そ の 氏 名 及 び 訂

正 年 月 日 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に 正 年 月 日 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が で き る お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が で き る

よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。 よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で の 規 定 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 議 会 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 議 会 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 十 二 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 収 支 報 告 書 等 修 正 届 ） （ 収 支 報 告 書 等 修 正 届 ）

第 七 条 略 第 七 条 略

２ 前 項 の 収 支 報 告 書 等 修 正 届 に は 、 既 に 提 出 し た ２ 前 項 の 収 支 報 告 書 等 修 正 届 に は 、 既 に 提 出 し た

収 支 報 告 書 及 び 証 拠 書 類 の 写 し を 修 正 し た 収 支 報 告 書 及 び 証 拠 書 類 の 写 し を 修 正 し 、 修 正 の

も の を 添 付 す る も の と す る 。 こ の 箇 所 に 押 印 し た も の を 添 付 す る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が 場 合 に お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が

で き る よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。 で き る よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 七 号 中 「印」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 八 号 中 「㊞」 を 削 り 、 「修正し修正の箇所に押印した」 を 「修正した」 に 改 め る 。、

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 二 十 六 号 中 「 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

議 会
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栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

（ 栃 木 県 議 会 議 員 の 資 産 等 の 公 開 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 栃 木 県 議 会 議 員 の 資 産 等 の 公 開 に 関 す る 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 報 告 書 の 訂 正 ） （ 報 告 書 の 訂 正 ）

第 九 条 報 告 書 を 訂 正 し よ う と す る 場 合 に は 、 議 員 第 九 条 報 告 書 を 訂 正 し よ う と す る 場 合 に は 、 議 員

は 、 議 長 に 訂 正 届 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 提 出 し 、 は 、 議 長 に 訂 正 届 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 提 出 し 、

訂 正 の 箇 所 に そ の 氏 名 及 び 訂 訂 正 の 箇 所 に 押 印 す る と と も に 、 そ の 氏 名 及 び 訂

正 年 月 日 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に 正 年 月 日 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が で き る お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が で き る

よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。 よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で の 規 定 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 議 会 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 議 会 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 十 二 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 収 支 報 告 書 等 修 正 届 ） （ 収 支 報 告 書 等 修 正 届 ）

第 七 条 略 第 七 条 略

２ 前 項 の 収 支 報 告 書 等 修 正 届 に は 、 既 に 提 出 し た ２ 前 項 の 収 支 報 告 書 等 修 正 届 に は 、 既 に 提 出 し た

収 支 報 告 書 及 び 証 拠 書 類 の 写 し を 修 正 し た 収 支 報 告 書 及 び 証 拠 書 類 の 写 し を 修 正 し 、 修 正 の

も の を 添 付 す る も の と す る 。 こ の 箇 所 に 押 印 し た も の を 添 付 す る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が 場 合 に お い て 、 削 っ た 部 分 は 、 こ れ を 読 む こ と が

で き る よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。 で き る よ う に 字 体 を 残 さ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 七 号 中 「印」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 八 号 中 「㊞」 を 削 り 、 「修正し修正の箇所に押印した」 を 「修正した」 に 改 め る 。、

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 議 会 告 示 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 二 十 六 号 中 「 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。


